
◎刑法等の一部を改正する法律 
（令和四年六月一七日法律第六七号）   

一、 提案理由（令和四年四月二二日・衆議院法務委員会） 

○古川国務大臣 まず、刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説

明いたします。 

 新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善

更生及び再犯防止を図ることが重要です。これまで、国、地方公共団体、民間協力者が

一体となって様々な取組を進めてきたこともあり、再犯者の人員は減少傾向にあります

が、依然として刑法犯の検挙人員のうち五割近くを再犯者が占めております。 

 こうした状況を踏まえますと、罪を犯した者について、その特性に応じたきめ細やか

な指導、支援を行うことができるようにするなど、その改善更生及び再犯防止に向けた

処遇の充実を更に推進することが必要であると考えられます。 

 また、近時、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機として、

誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、これを抑止すべきとの国民の意識も高まって

いることに鑑みますと、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪で

あるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であると考えられます。 

 そこで、この法律案は、罪を犯した者の施設内、社会内処遇をより一層充実させるた

め、刑法、刑事訴訟法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、更生保護法

その他の法律を改正し、所要の法整備を行うとともに、刑法を改正して侮辱罪の法定刑

を引き上げようとするものであります。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代わるものとして、拘禁刑を創設し、拘禁

刑は、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作

業を行わせ、又は必要な指導を行うことができることとするとともに、再度の刑の全部

の執行猶予の言渡しをすることができる対象者の範囲を拡大し、あわせて、猶予の期間

内に更に犯した罪について公訴の提起がされている場合には、当該罪についての有罪判

決の確定が猶予の期間の経過後となったときにおいても、猶予された当初の刑を執行す

ることができることとするものであります。 

 第二は、資質及び環境の調査の結果に基づき受刑者ごとに定めるものとされている処

遇要領について、入所後できる限り速やかに、矯正処遇の目標並びに作業、指導ごとの

内容及び方法をできる限り具体的に記載して定めることとするほか、再び保護観察付全

部執行猶予を言い渡された者については、少年鑑別所による鑑別を行うなどして再犯の

要因を的確に把握し保護観察を実施することとするものであります。 

 第三は、刑事施設の長や保護観察所の長は、被害者等から申出があったときは、その

心情等を聴取することとし、これを矯正処遇や保護観察に生かすこととするほか、被害

者等から申出があったときに保護観察対象者に対して被害者等の心情等を伝達する現行



法上の措置に加えて、受刑者に対しても被害者等の心情等を伝達することとするもので

あります。 

 第四は、侮辱罪の法定刑について、現行の拘留又は科料から、一年以下の懲役若しく

は禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に引き上げるものであります。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、これら法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和四年五月一九日） 

○鈴木馨祐君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、内閣提出の刑法等の一部を改正する法律案は、刑事施設における受刑者の処遇

及び執行猶予制度等のより一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創

設するとともに、執行猶予の言渡しをすることができる対象者の拡大等の措置を講ずる

ほか、近年におけるインターネット上の誹謗中傷を始めとした公然と人を侮辱する犯罪

の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑を引き上げようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 以上三法律案は、去る四月二十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、

本委員会に付託されました。 

 翌二十二日古川法務大臣及び提出者鎌田さゆり君からそれぞれ趣旨の説明を聴取し、

二十六日から質疑に入り、同日参考人から意見を聴取しました。 

 五月十三日、内閣提出の刑法等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主党・無所属

から、侮辱罪の法定刑引上げについて、懲役、禁錮を削除することを内容とする修正案

が提出され、趣旨の説明を聴取した後、三法律案及び同修正案を一括して質疑を行いま

した。 

 昨十八日、内閣提出の刑法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主

党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの共同提案により、

侮辱罪の法定刑引上げの規定について、施行後三年を経過したときに検証する規定を追

加する修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、三法律案及び両修正案について一

括して質疑を行い、質疑を終局しました。 

 質疑終局後、三法律案及び両修正案について一括して討論を行い、順次採決の結果、

まず、米山隆一君外二名提出の刑法等の一部を改正する法律案は賛成少数をもって否決

すべきものと決しました。次に、内閣提出の刑法等の一部を改正する法律案については、

立憲民主党・無所属提案に係る修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党、立憲

民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの共同提案に係

る修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、修正議決すべ



きものと決しました。次に、内閣提出の刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整理等に関する法律案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 なお、内閣提出の刑法等の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されたことを申

し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和四年五月一八日） 

○伊藤（俊）委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表し、

その趣旨を御説明申し上げます。 

 本修正案は、法律案の附則に、政府は、侮辱罪の法定刑の引上げを定める第一条の規

定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規

定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗中傷に適切に対処する

ことができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていな

いかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする規定を追加するものであります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（令和四年五月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 インターネット上の誹謗（ひぼう）中傷による被害が多数発生し人権を著しく侵害

する等の問題が深刻化している現状を踏まえ、インターネット上の誹謗中傷の防止及

び誹謗中傷による被害が生じた場合の迅速かつ確実な救済を図るための施策を総合的

に推進すること。 

二 前項の施策を推進するに当たっては、インターネット上の匿名での誹謗中傷による

侮辱罪に関し、被疑者の特定に係る被害者の負担を軽減すること。 

三 第一項の施策を推進するに当たって、損害賠償命令制度の対象事件を拡大するなど

簡易で迅速な損害賠償の実現に資する制度のほか、インターネット上の誹謗中傷に係

る損害賠償の在り方や裁判費用の支援など、適正な被害回復のための方策を速やかに

検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

四 侮辱罪の法定刑を引き上げても処罰範囲に変更はないこと及び侮辱罪による現行犯

逮捕に係る制限が法定刑の引上げにより外れたとしても当該現行犯逮捕が可能な場合

は実際上は想定されないとする政府統一見解を捜査機関に周知徹底すること。 

五 侮辱罪による私人逮捕は逮捕罪等の刑事責任が問われることや民事上の不法行為責

任を負うことがあることを前項の政府統一見解と合わせて広く国民に周知・広報する

こと。 

六 本法の附則に基づく三年経過後の検討に当たっては、侮辱罪への厳正な対処が図ら

れることにより自由な表現活動が妨げられることのないよう、当該罪に係る公共の利



害に関する場合の特例の創設についても検討すること。 

七 拘禁刑が創設されることにより刑務作業が減る場合があることも踏まえ、受刑者の

社会復帰の原資となる作業報奨金の水準について検討すること。 

八 本法の施行により、犯罪をした者の特性に応じた処遇を充実させて再犯防止を図る

ため、拘禁刑の導入、刑の執行猶予制度の拡充、更生緊急保護の充実化等が行われる

ことを踏まえ、その実務に携わる矯正施設及び更生保護官署の人的・物的体制の充実

強化を図るとともに、施設内処遇と社会内処遇の緊密な連携を強化すること。 

九 犯罪をした者に対する処遇の充実及び保護司の負担軽減を図るため、関係機関等の

データ連携も強化しつつ、矯正行政及び保護司活動を含む更生保護行政のデジタル化

の推進・ＡＩ技術の活用により、矯正施設及び更生保護官署における対象者のデータ

の収集・分析、効果的な処遇等の実施及びその効果検証等の施策を推進すること。 

十 拘禁刑の創設を踏まえ、刑事施設における処遇調査を充実させるとともに、必要に

応じて少年鑑別所の調査機能を有効活用することで、個々の受刑者の特性をこれまで

以上に的確に把握し、その特性に応じた柔軟な処遇を推進すること。 

十一 満期釈放者等の再犯防止を図る上で更生保護施設が果たす役割が重要であること

を踏まえ、更生保護施設における充実したプログラムの実施や施設退所者等への訪問

支援事業の全国展開等を図るための十分な財政的措置を講ずること。 

十二 犯罪をした者の円滑な社会復帰を図るためには、刑事司法手続終了後を含めた切

れ目のない息の長い支援を行うことが不可欠であることに鑑み、地方公共団体による

地方再犯防止推進計画の策定や保護司活動の支援を含めた再犯防止のための施策が一

層推進されるよう、地方公共団体に対する財政的支援を行うこと。 

三、 参議院法務委員長報告（令和四年六月一三日） 

○矢倉克夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、刑法等の一部を改正する法律案は、刑事施設における受刑者の処遇及び執行猶

予制度等のより一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設し、その

処遇内容等を定めるとともに、罪を犯した者に対する刑事施設その他の施設内及び社会

内における処遇の充実を図るための規定の整備を行うほか、近年における公然と人を侮

辱する犯罪の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑を引き上げようとするものであります。 

 なお、衆議院において、政府は、侮辱罪の法定刑を引き上げる改正規定の施行後三年

を経過したときは、改正後の侮辱罪の規定の施行の状況について、外部有識者を交えて

検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする修正が行われておりま

す。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、川越少年刑務所を視察したほ

か、参考人から意見を聴取するとともに、拘禁刑を創設する意義及び効果、社会内処遇



を充実させる必要性、侮辱罪の法定刑引上げが表現の自由に与える影響、インターネッ

ト上の誹謗中傷対策を強化する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会

議録によって御承知願います。 

 質疑を終局した後、日本共産党を代表して山添委員より、刑法等の一部を改正する法

律案に対して、拘禁刑及び拘留について、これらに処せられた者には、改善更生を図る

ため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができることとする規定を削除

するとともに、侮辱罪の法定刑を引き上げる改正を行わないこととする等の修正案が提

出をされました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より修正案に賛成、

両法律案に反対、沖縄の風を代表して高良委員より両法律案に反対する旨の意見がそれ

ぞれ述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、修正案は否決され、両法律案はいずれも多数をもっ

て原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、刑法等の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年六月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 インターネット上の誹謗中傷による被害が多数発生し人権を著しく侵害する等の問

題が深刻化している現状を踏まえ、インターネット上の誹謗中傷の防止及び誹謗中傷

による被害が生じた場合の迅速かつ確実な救済を図るための施策を総合的に推進する

こと。 

二 前項の施策を推進するに当たっては、インターネット上の匿名での誹謗中傷による

侮辱罪に関し、被疑者の特定に係る被害者の負担を軽減すること。 

三 第一項の施策を推進するに当たって、発信者情報開示請求制度に関し、迅速的確な

被害者救済とともに、民主主義の根幹である表現の自由、通信の秘密が確保されるよ

う特に留意の上、開示請求の要件や開示される情報の範囲など、プロバイダ責任制限

法の見直しも含めた検討を同法の施行状況を見極めつつ行うこと。 

四 第一項の施策を推進するに当たって、損害賠償命令制度の対象事件を拡大するなど

簡易で迅速な損害賠償の実現に資する制度のほか、インターネット上の誹謗中傷に係

る損害賠償の在り方や裁判費用の支援など、適正な被害回復のための方策を速やかに

検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

五 侮辱罪の法定刑を引き上げても処罰範囲に変更はないこと及び侮辱罪による現行犯

逮捕に係る制限が法定刑の引上げにより外れたとしても当該現行犯逮捕が可能な場合

は実際上は想定されないとする政府統一見解を捜査機関に周知徹底すること。 

六 侮辱罪による私人逮捕は逮捕罪等の刑事責任が問われることや民事上の不法行為責

任を負うことがあることを前項の政府統一見解と合わせて広く国民に周知・広報する



こと。 

七 公共の利害に関する事項に係る意見・論評は表現の自由の根幹を構成するものであ

ることを踏まえ、本法の附則に基づく三年経過後の検討に当たっては、侮辱罪への厳

正な対処が図られることにより自由な表現活動が妨げられることのないよう、当該罪

に係る公共の利害に関する場合の特例の創設についても検討すること。 

八 拘禁刑が創設されることにより刑務作業が減る場合があることも踏まえ、受刑者の

社会復帰の原資となる作業報奨金の水準について検討すること。 

九 本法の施行により、犯罪をした者の特性に応じた処遇を充実させて再犯防止を図る

ため、拘禁刑の導入、刑の執行猶予制度の拡充、更生緊急保護の充実化等が行われる

ことを踏まえ、その実務に携わる矯正施設及び更生保護官署の人的・物的体制の充実

強化を図るとともに、施設内処遇と社会内処遇の緊密な連携を強化すること。 

十 犯罪をした者に対する処遇の充実及び保護司の負担軽減を図るため、関係機関等の

データ連携も強化しつつ、矯正行政及び保護司活動を含む更生保護行政のデジタル化

の推進・ＡＩ技術の活用により、矯正施設及び更生保護官署における対象者のデータ

の収集・分析、効果的な処遇等の実施及びその効果検証等の施策を推進すること。 

十一 拘禁刑の創設を踏まえ、刑事施設における処遇調査を充実させるとともに、必要

に応じて少年鑑別所の調査機能を有効活用することで、個々の受刑者の特性をこれま

で以上に的確に把握し、その特性に応じた柔軟な処遇を推進すること。 

十二 満期釈放者等の再犯防止を図る上で更生保護施設が果たす役割が重要であること

を踏まえ、更生保護施設における充実したプログラムの実施や施設退所者等への訪問

支援事業の全国展開、老朽化する施設の整備の促進等を図るための十分な財政的措置

を講ずること。 

十三 犯罪をした者の円滑な社会復帰を図るためには、刑事司法手続終了後を含めた切

れ目のない息の長い支援を行うことが不可欠であることに鑑み、地方公共団体による

地方再犯防止推進計画の策定や保護司活動の支援を含めた再犯防止のための施策が一

層推進されるよう、地方公共団体に対する財政的支援を行うとともに、更生保護地域

連携拠点事業の充実を図ること。 

  右決議する。 

 


